
論

文

『
西
方
要
決
釈
疑
通
規
』
の
思
想
的
位
相

恭
敬
修
の
系
譜
と
関
連
し
て

加

藤

弘

孝

基
（
六
三
二
―
六
八
二
）
撰
述
と
伝
わ
る
『
西
方
要
決
釈
疑
通
規
』（
通

称
『
西
方
要
決
』）
は
、
三
階
教
、
禅
宗
、
兜
率
天
信
仰
を
は
じ
め
と
す
る

他
学
派
へ
の
対
外
観
が
見
ら
れ
、
中
国
仏
教
思
想
史
研
究
に
お
い
て
重
要
な

研
究
対
象
と
成
り
得
る
浄
土
教
典
籍
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
成
立
背
景
は
い

ま
だ
に
明
ら
か
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
思
想
史
上
に
本
書
を
位
置
付
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

喫
緊
の
課
題
と
し
て
は
『
西
方
要
決
』
撰
述
者
の
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ

ち
基
の
真
撰
か
後
世
の
仮
託
か
と
い
う
結
論
の
差
異
に
よ
っ
て
思
想
史
的
な

位
置
付
け
が
変
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
現
状
で
は
基
仮
託
説
が
有
力
で
あ

り
、
多
く
の
先
行
研
究
が
そ
れ
を
前
提
に
思
想
研
究
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

た
だ
成
立
背
景
に
踏
み
込
ん
で
考
証
を
お
こ
な
っ
た
も
の
は
少
な
く
、
仮
託

説
が
必
ず
し
も
確
定
的
と
い
う
訳
で
も
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
先
行
研
究

を
整
理
し
た
上
で
論
点
を
絞
り
、
そ
の
成
立
背
景
を
考
察
し
て
い
く
。

具
体
的
に
は
『
念
仏
鏡
』
な
ど
近
接
す
る
典
籍
間
の
思
想
傾
向
か
ら
相
対

的
に
前
後
関
係
を
判
別
す
る
と
い
う
方
法
論
を
用
い
て
、『
西
方
要
決
』
の

成
立
背
景
を
検
討
す
る
。
そ
し
て
そ
の
際
に
は
両
書
の
最
も
顕
著
な
思
想
傾

向
で
あ
る
対
三
階
教
姿
勢
を
手
が
か
り
と
し
た
い
。
こ
の
作
業
に
よ
っ
て
唐

代
浄
土
教
に
お
け
る
『
西
方
要
決
』
の
思
想
的
位
相
が
明
確
に
な
る
は
ず
で

あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

基
、『
念
仏
鏡
』、『
念
仏
三
昧
宝
王
論
』、
三
階
教
、
四
修

〔
抄

録
〕

は
じ
め
に

基
（
六
三
二

六
八
二
）
撰
述
と
伝
わ
る
『
西
方
要
決
釈
疑
通
規
』（
通
称

『
西
方
要
決
』）
は
、
三
階
教
、
禅
宗
、
兜
率
天
信
仰
を
は
じ
め
と
す
る
他
学
派

へ
の
対
外
観
が
見
ら
れ
、
中
国
仏
教
思
想
史
研
究
に
お
い
て
重
要
な
研
究
対
象
と

成
り
得
る
浄
土
教
典
籍
で
あ
る
。

佛
教
大
学

仏
教
学
部
論
集

第
一
〇
七
号
（
二
〇
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筆
者
は
す
で
に
そ
の
成
立
背
景
を
論
じ
、
唐
中
期
と
い
う
時
代
性
を
提
出
し
て

い
る(1
)。

し
か
し
紙
面
の
都
合
上
、
先
行
研
究
を
網
羅
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た

本
書
の
有
す
る
思
想
的
位
相
に
つ
い
て
も
十
分
な
情
報
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
に
再
考
証
を
加
え
る
こ
と
で
本
説
の
補

強
を
お
こ
な
っ
て
い
く
。
ま
た
そ
の
際
、
四
修
法
の
恭
敬
修
の
思
想
的
特
性
を
手

が
か
り
に
し
た
い
。

第
一
章

先
行
研
究

ま
ず
本
書
の
成
立
背
景
に
関
わ
る
喫
緊
の
課
題
と
し
て
は
撰
述
者
の
問
題
が
あ

る
。
す
な
わ
ち
基
の
真
撰
か
後
世
の
仮
託
か
と
い
う
結
論
の
差
異
に
よ
っ
て
思
想

史
的
な
位
置
付
け
が
変
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
現
状
で
は
基
仮
託
説
が
有
力
で

あ
り
、
多
く
の
先
行
研
究
が
そ
れ
を
前
提
に
思
想
研
究
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
た

だ
成
立
背
景
に
踏
み
込
ん
で
考
証
を
お
こ
な
っ
た
も
の
は
少
な
く
、
基
撰
述
説
が

完
全
に
払
拭
さ
れ
た
訳
で
も
な
い
。
ま
ず
は
先
行
研
究
を
整
理
し
た
上
で
論
点
を

絞
り
、
そ
の
成
立
背
景
を
探
究
し
て
い
き
た
い
。

実
証
主
義
的
な
観
点
で
論
じ
ら
れ
た
近
代
以
降
の
も
の
に
限
定
す
る
と
、『
西

方
要
決
』
成
立
問
題
に
関
わ
る
研
究
の
蓄
積
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
す
な
わ
ち
、

・
河
野
法
雲
「
慈
恩
大
師
の
浄
土
観
」（『
無
尽
灯
』
第
十
一
巻
、
第
十
一
号
、

真
宗
大
学
、
一
九
〇
六
年
）。

・
河
野
法
雲
「
慈
恩
大
師
の
浄
土
観
（
承
前
）」（『
無
尽
灯
』
第
十
一
巻
、
第

十
二
号
、
真
宗
大
学
、
一
九
〇
六
年
）。

・
佐
々
木
月
樵
『
支
那
浄
土
教
史
』
上
巻
（
無
我
山
房
、
一
九
一
三
年
）。

・
望
月
信
亨
「
慈
恩
大
師
の
浄
土
に
関
す
る
著
書
及
び
其
の
所
説
」（『
浄
土
教

之
研
究
』
仏
書
研
究
会
、
一
九
一
四
年
、
初
出
は
一
九
〇
二
年
）。

・
矢
吹
慶
輝
『
三
階
教
之
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
二
七
年
）。

・
望
月
信
亨
『
支
那
浄
土
教
理
史
』（
法
藏
館
、
一
九
四
二
年
）。

・
大
南
龍
昇
「
慈
恩
大
師
の
浄
土
観
」（『
佛
教
論
叢
』
第
十
五
号
、
浄
土
宗
教

学
院
、
一
九
七
一
年
）。

・
大
南
龍
昇
「
慈
恩
大
師
の
浄
土
観
」（『
佛
教
文
化
研
究
』
第
十
七
号
、
浄
土

宗
教
学
院
研
究
所
、
一
九
七
一
年
）。

・
粂
原
勇
慈
「『
西
方
要
決
』
と
『
念
仏
鏡
』」（『
宗
教
研
究
』
第
六
〇
巻
、
第

四
輯
〔
二
七
一
〕、
日
本
宗
教
学
会
、
一
九
八
七
年
）。

・
粂
原
勇
慈
「『
西
方
要
決
』
の
対
三
階
釈
難
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第

三
六
巻
、
第
二
号
〔
七
二
〕、
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
、
一
九
八
八
年
）。

・
浅
野
教
信
『
講
本
西
方
要
決
』（
永
田
文
昌
堂
、
一
九
九
三
年
）。

・
齊
藤
舜
健
「『
西
方
要
決
』
所
説
の
願
往
生
者
」（『
佛
教
論
叢
』
第
三
九
号
、

浄
土
宗
教
学
院
、
一
九
九
五
年
）。

・
陳
揚
炯
『
中
国
浄
土
宗
通
史
』（『
中
国
仏
教
宗
派
史
叢
書
』
江
蘇
古
籍
出
版

社
、
二
〇
〇
〇
年
）。

・
張
總
『
中
国
三
階
教
史

一
個
佛
教
史
上
湮
滅
的
教
派

』（『
国
家
哲
学
社

会
科
学
成
果
文
庫
』
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）。

な
ど
の
諸
研
究
で
あ
る
。

河
野
法
雲
は
、
良
忠
（
一
一
九
九

一
二
八
七
）
の
『
往
生
要
集
義
記
』
に
記

さ
れ
る
済
暹
（
一
〇
二
五

一
一
一
五
）
の
五
種
の
疑
難
に
反
駁
し
て
、
真
撰
説

を
と
る
（﹇
一
九
〇
六
①
﹈）。
更
に
は
唐
末
以
後
は
三
階
教
の
流
行
が
な
か
っ
た

こ
と
を
踏
ま
え
、
基
が
こ
れ
を
批
判
対
象
と
す
る
の
は
、
整
合
性
が
あ
る
と
す
る

『
西
方
要
決
釈
疑
通
規
』
の
思
想
的
位
相
（
加
藤
弘
孝
）

一
六



（﹇
一
九
〇
六
②
﹈）。

佐
々
木
月
樵
は
、「『
上
生
経
疏
』
は
正
さ
し
く
教
義
の
根
柢
を
前
者
（
報
身
報

土
説
）
に
置
き
た
る
者
こ
の
故
に
、「
上
聖
上
賢
皆
此
業
に
修
す
と
し
て
兜
率
往

生
を
す
す
め
、
西
方
往
生
に
就
て
は
「
居
浄
域
厳
浄
因
非
上
士
之
弘
済
」
と
貶
し

ぬ
。
然
れ
ど
も
、
世
は
必
ず
し
も
上
聖
賢
の
人
の
み
に
あ
ら
ず
、「
法
身
幽
微
、

法
体
難
縁
」
の
凡
夫
是
れ
多
し
。
こ
れ
ら
凡
夫
の
為
め
に
そ
の
教
義
の
根
底
を
後

者
即
ち
化
身
化
土
観
に
置
き
て
西
方
往
生
を
勧
め
た
る
が
『
要
決
』
に
は
あ
ら
ざ

る
な
き
か
と
思
は
る
る
也
」（
二
六
七
〜
二
六
八
頁
）
と
述
べ
て
、『
西
方
要
決
』

と
他
の
著
書
に
矛
盾
が
見
ら
れ
る
の
は
、
対
象
者
に
よ
っ
て
弥
勒
信
仰
と
弥
陀
信

仰
へ
の
態
度
が
異
な
る
こ
と
に
起
因
す
る
と
し
て
真
撰
説
を
と
る
。

望
月
信
亨
は
、
済
暹
の
五
種
の
疑
難
を
取
り
上
げ
た
上
で
、
自
説
を
展
開
し
、

『
観
弥
勒
上
生
兜
率
天
経
賛
』
に
見
え
る
兜
率
天
信
仰
な
ど
基
の
思
想
と
矛
盾
す

る
こ
と
か
ら
偽
撰
説
を
主
張
す
る
。
な
お
目
次
に
明
治
三
五
年
（
一
九
〇
二
）
八

月
と
い
う
初
出
年
代
の
記
載
が
あ
る
が
、
収
録
媒
体
な
ど
を
追
跡
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。
こ
の
場
合
、
本
論
文
は
『
西
方
要
決
』
研
究
の
嚆
矢
と
い
う
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。

矢
吹
慶
輝
は
、「
今
姑
ら
く
慈
恩
の
西
方
要
決
を
主
と
し
て
両
者
の
相
関
を
看

ん
」（
五
七
一
頁
）
と
述
べ
、
三
階
教
と
の
関
連
で
言
及
す
る
。
真
偽
問
題
に
関

す
る
言
及
は
な
く
、
真
撰
と
し
て
扱
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

望
月
信
亨
は
、﹇
一
九
一
四
﹈
以
降
も
本
書
の
成
立
背
景
に
検
討
を
加
え
、﹇
一

九
四
二
﹈
の
第
十
六
章
で
「
晩
唐
時
代
に
至
り
彼
の
天
台
十
疑
論
に
模
倣
し
、
窺

基
の
名
を
假
っ
て
偽
作
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
」（
二
〇
〇
頁
）
と
し
、
第
二

十
二
章
で
「
そ
の
体
裁
は
天
台
十
疑
論
に
類
し
、
又
念
仏
鏡
中
の
釈
衆
疑
惑
門
と

そ
の
論
旨
の
相
通
ず
る
も
の
が
少
く
な
い
よ
う
で
あ
る
」（
三
〇
〇
頁
）
と
述
べ

る
。
具
体
的
な
考
証
と
し
て
「
又
第
十
一
章
に
三
階
行
者
の
五
種
の
小
疑
を
挙
げ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
念
仏
鏡
中
の
念
仏
対
三
階
門
の
説
を
補
足
し
た
も
の
と
見
る

べ
く
、
第
十
四
章
に
作
業
の
方
規
と
し
て
往
生
礼
讃
の
四
修
の
法
を
出
し
、
特
に

恭
敬
修
の
下
に
、
有
縁
の
像
教
及
び
住
持
三
宝
を
敬
う
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る

の
は
、
三
階
宗
徒
が
仏
像
を
以
て
泥
龕
と
な
し
、
之
を
軽
視
す
る
の
を
対
破
し
た

も
の
と
い
う
べ
く
、
そ
の
他
、
二
乗
種
不
生
及
び
別
時
意
の
難
を
会
通
し
て
い
る

の
は
、
共
に
天
台
十
疑
論
等
の
意
を
承
け
た
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。
之
を
要
す

る
に
、
此
書
は
十
疑
論
及
び
念
仏
鏡
の
説
を
補
足
し
、
当
時
流
行
し
つ
つ
あ
っ
た

禅
家
を
始
め
、
三
階
宗
及
び
弥
勒
教
等
に
対
し
て
更
に
破
難
を
加
へ
、
以
て
浄
土

の
弘
通
を
企
て
た
も
の
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（
三
〇
二
頁
）
と
主
張
す
る
。

大
南
龍
昇
は
、「
通
報
化
の
立
場
に
立
っ
て
上
生
経
疏
と
西
方
要
決
が
著
述
さ

れ
た
と
い
う
見
解
も
首
肯
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
」（﹇
一
九
七
一
①
﹈
三
九
頁
）
と

す
る
が
、「
慈
恩
大
師
の
浄
土
教
は
、
原
点
に
立
ち
還
っ
て
再
考
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
」（﹇
一
九
七
一
②
﹈
八
三
頁
）
と
も
述
べ
て
態
度
を
保
留
し
て
い
る
。

粂
原
勇
慈
﹇
一
九
八
七
﹈
は
、『
念
仏
鏡
』
晩
唐
成
立
を
唱
え
る
矢
吹
慶
輝
説

と
、『
念
仏
鏡
』
か
ら
『
西
方
要
決
』
と
い
う
望
月
信
亨
の
前
後
説
を
勘
案
し
て
、

『
西
方
要
決
』
晩
唐
説
を
と
り
、
三
階
教
徒
の
行
風
の
変
容
を
以
下
の
よ
う
に
指

摘
す
る
。

「
そ
の
晩
唐
時
代
に
は
三
階
教
籍
類
は
殆
ど
散
佚
し
て
お
り
、
道
鏡
等
は
当
時

の
三
階
教
徒
の
行
風
に
接
す
る
の
み
で
、
教
義
の
根
幹
を
把
握
し
得
な
か
っ
た
可

能
性
が
あ
る
。『
群
疑
論
』
の
掲
げ
る
論
難
が
典
拠
を
挙
げ
て
い
る
の
に
対
し
、

『
念
仏
鏡
』『
西
方
要
決
』
に
は
こ
れ
が
な
い
の
で
あ
る
」（
二
三
二
頁
）。

佛
教
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仏
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〇
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﹇
一
九
八
八
﹈
は
『
西
方
要
決
』
の
専
論
で
あ
り
、
三
階
教
と
の
関
連
で
思
想

内
容
へ
の
検
討
を
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、
真
偽
に
対
す
る
言
説
は
な
い
。

浅
野
教
信
は
、
済
暹
や
良
忠
な
ど
古
来
の
議
論
を
取
り
上
げ
、「『
西
方
要
決
』

の
作
者
に
つ
い
て
は
古
来
異
説
が
多
く
、
そ
の
真
偽
は
俄
か
に
決
し
難
い
の
で
あ

っ
て
、
今
日
に
お
い
て
も
な
を
議
論
は
分
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」（
一
三
〇
頁
）

と
当
否
に
慎
重
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
。

齊
藤
舜
健
は
、「
現
状
で
は
確
実
に
偽
撰
で
あ
る
と
断
定
は
し
か
ね
る
も
の
の
、

限
り
な
く
偽
撰
に
近
い
と
考
え
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
」（
七
四
頁
）
と
し
た
上

で
、
本
書
に
見
ら
れ
る
凡
夫
化
土
往
生
説
の
特
色
を
論
じ
る
。

陳
揚
炯
は
、
智
顗
（
五
三
八

五
九
七
）
の
『
浄
土
十
疑
論
』
や
基
の
『
西
方

要
決
』
を
後
人
の
偽
托
と
す
る
望
月
信
亨
の
説
に
反
証
し
て
、「
こ
れ
ら
は
唐
代

す
で
に
通
行
し
、
浄
土
諸
家
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
、
中
国
浄
土
宗
史
上
な
が
く
真

作
と
し
て
世
に
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
の
で
、
本
書
は
旧
に
よ
っ
て
真
偽
を
問
わ
な

か
っ
た(2
)」

と
無
条
件
に
真
撰
と
見
做
し
て
い
る
。

張
總
は
望
月
信
亨
の
前
後
関
係
の
所
説
を
認
め
な
が
ら
も
、『
浄
土
十
疑
論
』

を
智
顗
の
真
撰
と
す
る
陳
揚
炯
の
見
解
や
、
北
斉
と
い
う
大
行
（
生
没
年
不
詳
）

の
年
代
を
重
視
し
て
、
基
の
真
撰
と
み
る
。
あ
わ
せ
て
本
書
の
三
階
教
観
が
穏
和

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
唐
初
に
お
け
る
思
想
状
況
を
反
映
し
て
お
り
、

基
の
真
撰
と
み
る
こ
と
は
妥
当
性
が
あ
る
と
す
る
（
二
三
三
〜
二
三
四
頁
）。

以
上
、
先
行
研
究
で
は
、
真
撰
説
、
偽
撰
説
に
大
別
で
き
る
が
、
本
書
に
『
浄

土
十
疑
論
』（
八
世
紀
前
半
）
や
『
念
仏
鏡
』
が
参
照
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
た
望
月
信
亨
の
研
究
の
影
響
力
（
晩
唐
説
）
が
大
き
く
、
後
発
の
研
究
は
ほ
ぼ

こ
れ
を
踏
ま
え
て
い
る
。

す
な
わ
ち
晩
唐
成
立
を
唱
え
る
粂
原
勇
慈
の
偽
撰
説
に
し
ろ
、
初
唐
の
思
想
背

景
を
考
慮
す
る
張
總
の
真
撰
説
に
し
ろ
、『
念
仏
鏡
』
↓
『
西
方
要
決
』
と
い
う

成
立
背
景
を
前
提
に
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

基
の
思
想
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
進
展
の
余
地
が
な
い
以
上
、
望
月
信
亨
の

前
後
説
に
立
脚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

で
は
望
月
信
亨
以
降
の
研
究
の
ど
こ
に
課
題
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
分
野
で

成
果
を
重
ね
て
い
る
粂
原
勇
慈
の
研
究
を
取
り
上
げ
て
検
討
し
て
み
た
い(3
)。

粂
原
研
究
で
は
、『
念
仏
鏡
』
晩
唐
成
立
を
唱
え
る
矢
吹
説
と
、『
念
仏
鏡
』
か

ら
『
西
方
要
決
』
へ
の
展
開
と
い
う
望
月
説
を
勘
案
し
て
、『
西
方
要
決
』
晩
唐

説
を
と
り
、「
三
階
の
行
風
」
の
変
容
を
指
摘
す
る
。

三
階
教
研
究
と
の
連
結
を
進
め
た
点
で
学
界
へ
の
貢
献
は
大
き
な
も
の
が
あ
る

が
、『
念
仏
鏡
』
を
晩
唐
の
成
立
と
す
る
説
は
、
唐
中
期
と
い
う
大
行
年
代
を
考

証
し
た
塚
本
説(4
)を

参
照
し
て
い
な
い
た
め
蓋
然
性
を
弱
め
て
い
る
。
ま
た
筆
者
の

年
代
研
究
で
言
及
し
た
よ
う
に
、「
三
階
の
行
風
」
は
、
む
し
ろ
唐
中
期
の
も
の

と
よ
く
一
致
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り(5
)、

年
代
論
に
関
し
て
は
再
検
討

を
要
す
る
の
で
あ
る
。

重
要
な
の
は
、
望
月
信
亨
が
『
念
仏
鏡
』
の
成
立
時
期
を
断
言
し
て
お
ら
ず
、

塚
本
説
を
参
照
し
て
あ
く
ま
で
も
唐
中
期
と
い
う
時
期
を
基
軸
と
し
て
い
る
点
で

あ
る
。
氏
が
編
集
し
た
『
仏
教
大
辞
典
』
に
お
い
て
も
「
蓋
し
中
唐
以
後
、
天
台

十
疑
論
に
次
い
で
製
作
せ
ら
れ
た
る
も
の
な
る
べ
し(6
)」

と
す
る
の
み
で
あ
る
。

『
西
方
要
決
』
を
晩
唐
と
し
た
の
は
、『
念
仏
鏡
』
の
年
代
が
絞
り
込
め
な
い
こ

と
、『
念
仏
鏡
』
の
撰
述
者
た
ち
の
活
動
年
代
を
貞
元
年
間
（
七
八
五

八
〇

五
）・
元
和
年
間
（
八
〇
六

八
二
〇
）
と
見
做
し
た
考
察
か
ら(7
)、

幅
を
持
た
せ

『
西
方
要
決
釈
疑
通
規
』
の
思
想
的
位
相
（
加
藤
弘
孝
）

一
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る
た
め
の
暫
定
的
な
処
置
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
『
念
仏
鏡
』
の
年
代
研
究
が
進
展
し
た
今
、『
念
仏
鏡
』
の
影
響

を
受
け
た
『
西
方
要
決
』
の
成
立
を
晩
唐
に
引
き
寄
せ
る
の
で
は
な
く
、『
念
仏

鏡
』
成
立
期
（
唐
中
期
）
を
基
軸
に
望
月
説
を
再
検
討
す
る
方
法
論
が
現
段
階
で

は
最
も
有
用
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
本
稿
で
は
以
上
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
て
、

『
念
仏
鏡
』、『
西
方
要
決
』
の
前
後
関
係
、
思
想
的
連
関
を
論
じ
て
い
き
た
い
。

第
二
章

対
三
階
教
論

第
一
節

「
念
仏
作
業
次
第
」

ま
ず
は
望
月
説
の
根
拠
と
な
っ
た
最
も
顕
著
な
批
判
対
象
で
あ
る
対
三
階
教
姿

勢
を
手
が
か
り
に
し
た
い
。

『
西
方
要
決
』
に
お
い
て
対
三
階
教
論
は
「
会
釈
三
階
行
者
五
種
小
疑
」（
第

十
一
章
）
に
見
ら
れ
る
。
三
階
教
は
禅
宗
（
第
一
章
）
や
弥
勒
信
仰
（
第
七
章
）

と
並
ん
で
論
難
さ
れ
て
お
り
、
最
も
文
量
が
割
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
傾
向
や

構
成
は
『
念
仏
鏡
』「
釈
衆
疑
惑
門
」
と
共
通
す
る
。
ま
た
『
念
仏
鏡
』
が
主
に

信
仰
生
活
面
に
言
及
し
、
時
に
は
感
情
論
に
流
さ
れ
る
側
面
が
あ
る
の
に
対
し
て
、

『
西
方
要
決
』
で
は
主
に
教
理
面
で
の
論
難
を
行
っ
て
お
り
、
情
緒
を
廃
し
て
論

理
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
。『
西
方
要
決
』
は
『
念
仏
鏡
』
の
思
想
傾
向
を
意
識
し

て
い
る
よ
う
で
あ
り
、『
念
仏
鏡
』
の
「
念
仏
対
三
階
門
の
説
を
補
足
し
た
も
の
」

と
す
る
望
月
説
は
説
得
力
を
有
す
る
。

対
三
階
教
論
と
い
う
観
点
で
み
る
と
、『
念
仏
鏡
』
と
は
成
立
上
の
密
接
な
関

係
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、「
念
仏
作

業
次
第
」
と
の
関
連
を
示
し
た
「
三
階
宗
徒
が
仏
像
を
以
て
泥
龕
と
な
し
、
之
を

軽
視
す
る
の
を
対
破
し
た
も
の
」
と
い
う
望
月
の
見
解
は
重
要
な
考
察
対
象
と
な

り
得
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
「
念
仏
作
業
次
第
」
の
概
要
を
示
し
て
お
き
た
い
。

『
西
方
要
決
』「
念
仏
作
業
次
第(8
)」

第
十
四
、
略
明
作
業
方
軌
。
疑
曰
、
宗
明
念
佛
、
作
往
生
因
。
未
知
心
慮
、

作
何
等
解
。
念
佛
方
軌
、
其
狀
若
爲
。
通
曰
、
却
尋
無
際
、
數
劫
施
旋
、
設

使
修
因
、
多
虛
少
實
。
但
求
名
利
、
妄
計
我
人
、
廣
作
善
緣
、
不
爲
正
理
。

沈
淪
惡
趣
、
受
苦
無
窮
。
聖
主
彌
陀
、
流
名
攝
化
。
果
成
爲
佛
、
十
劫
已
經
。

我
等
愚
癡
、
唯
貪
造
惡
。
雖
學
佛
法
、
現
世
求
名
。
自
是
非
他
。
恒
生
傲
慢
、

追
求
衣
食
、
日
夜
勞
勤
。
設
有
餘
功
、
用
隨
惡
儻
。
若
也
不
逢
善
友
、
淨
土

豈
聞
。
一
旦
無
常
、
還
歸
惡
道
。
今
逢
大
善
知
識
、
共
我
有
緣
、
教
我
思
惟
、

捨
諸
惡
行
、
得
聞
阿
彌
陀
佛
本
願
慈
悲
。
十
劫
已
來
、
恒
流
正
法
。
我
由
障

故
、
今
日
始
聞
。
五
內
悲
傷
、
特
生
恥
恨
。
瞋
起
貪
行
癡
生
。
但
修
四
修
、

以
爲
正
業(9
)。

冒
頭
で
は
作
業
の
法
軌
を
明
か
し
て
い
る
。
衆
生
は
心
が
移
ろ
い
易
く
、
輪
廻

の
悪
業
を
積
み
重
ね
る
存
在
で
あ
る
が
、
善
知
識
を
機
縁
に
し
て
浄
土
門
に
帰
入

し
た
な
ら
ば
、
四
修
を
修
し
て
正
業
と
す
る
べ
き
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
以

下
、
長
時
修
、
恭
敬
修
、
無
間
修
、
無
余
修
の
順
序
で
解
説
が
な
さ
れ
る
。
全
文

と
そ
の
主
旨
を
挙
げ
る
。

【
長
時
修
】

一
者
、
長
時
修
。
首
從
初
發
心
、
乃
至
菩
提
、
恒
作
淨
因
、
終
無
退
轉(10
)。

一
つ
目
は
長
時
修
で
あ
る
。
初
発
心
か
ら
菩
提
ま
で
、
常
に
善
行
を
お
こ

な
い
、
退
転
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。

【
恭
敬
修
】

佛
教
大
学

仏
教
学
部
論
集

第
一
〇
七
号
（
二
〇
二
三
年
三
月
）
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九



二
者
、
若
恭
敬
修
。
此
復
有
五(11
)。

二
つ
目
は
恭
敬
修
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
五
種
類
の
対
象
が
あ
る
。

一
恭
敬
有
緣
聖
人
。
謂
行
住
坐
臥
、
不
背
西
方
、
涕
唾
便
利
、
不
向
西
方
也(12
)。

一
つ
目
は
有
縁
の
聖
人
た
ち
（
阿
弥
陀
仏
・
諸
菩
薩
）
を
恭
敬
す
る
こ
と

で
あ
る
。
行
住
座
臥
、
い
か
な
る
時
で
あ
っ
て
も
西
方
に
背
を
向
け
る
こ

と
は
な
く
、
涕
唾
や
用
便
に
際
し
て
も
西
方
を
疎
か
に
し
て
は
な
ら
な
い
。

二
敬
有
緣
像
教
。
謂
造
西
方
彌
陀
像
變
。
不
能
廣
作
、
但
作
一
佛
二
菩
薩
、

亦
得
。
教
者
彌
陀
經
等
、
五
色
袋
盛
、
自
讀
教
他
。
此
之
經
像
、
安
置
室
中
、

六
時
禮
懺
、
華
香
供
養
、
特
生
尊
重(13
)。

二
つ
目
は
有
縁
の
経
像
を
敬
う
こ
と
で
あ
る
。
仏
像
と
は
西
方
極
楽
浄
土

の
阿
弥
陀
仏
の
仏
像
や
仏
画
を
制
作
す
る
こ
と
を
言
う
。
多
く
を
制
作
す

る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
一
仏
二
菩
薩
（
阿
弥
陀
仏
及
び
観
音
菩
薩
・

勢
至
菩
薩
）
を
制
作
す
れ
ば
よ
い
。
経
典
と
は
『
阿
弥
陀
経
』
な
ど
で
、

五
色
の
袋
に
収
め
、
自
ら
拝
読
し
、
他
人
に
も
勧
め
る
べ
き
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
経
典
や
仏
像
は
部
屋
に
安
置
し
、
六
時
に
礼
懺
し
、
華
や
香
を

供
養
し
、
特
に
敬
重
の
心
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
者
敬
有
緣
善
知
識
。
謂
宣
淨
土
教
者
、
若
千
由
旬
、
十
由
旬
已
來
、
並
須

敬
重
、
親
近
供
養
。
別
學
之
者
、
總
起
敬
心
、
與
己
不
同
、
但
知
深
敬
也
。

若
生
輕
慢
、
得
罪
無
窮
。
故
須
總
敬
。
即
除
行
障(14
)。

三
つ
目
は
有
縁
の
善
知
識
を
敬
う
こ
と
で
あ
る
。
浄
土
の
教
え
を
説
く
人

に
は
、
た
と
え
千
由
旬
、
十
由
旬
の
距
離
で
隔
た
っ
て
い
て
も
尊
重
し
、

親
し
く
供
養
す
る
べ
き
で
あ
る
。
別
学
の
人
に
も
敬
心
を
起
こ
し
て
、
自

分
と
異
な
る
主
義
の
人
で
あ
っ
て
も
深
く
敬
う
と
い
う
こ
と
を
知
る
べ
き

で
あ
る
。
も
し
軽
慢
の
心
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
ら
無
窮
の
罪
を
得
る
こ
と

に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
訳
で
総
じ
て
敬
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
修

道
上
の
障
害
を
取
り
除
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

四
者
敬
同
緣
伴
。
謂
同
修
業
者
。
自
雖
障
重
、
獨
業
不
成
、
要
藉
良
朋
、
方

能
作
行
、
扶
危
救
厄
、
助
力
相
資
。
同
伴
善
緣
、
深
相
保
重(15
)。

四
つ
目
は
縁
を
同
じ
く
す
る
法
友
を
敬
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
同
行
の

こ
と
を
指
す
。
自
身
は
罪
障
が
重
く
、
一
人
で
は
成
就
で
き
な
く
と
も
、

良
友
の
助
け
で
行
じ
る
こ
と
が
で
き
、
危
機
を
助
け
、
厄
難
か
ら
救
い
、

互
い
に
助
け
合
え
る
の
で
あ
る
。
同
信
の
善
縁
は
、
互
い
に
慈
し
み
合
う

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

五
敬
三
寶
。
同
體
別
相
、
並
合
深
敬
。
不
能
具
錄
。
爲
淺
行
者
、
不
果
依
修
。

住
持
三
寶
者
、
與
今
淺
識
人
、
作
大
因
緣
。
今
粗
料
簡
。
言
佛
寶
者
、
謂
雕

檀
繡
綺
、
素
質
金
容
、
鏤
玉
圖
繒
、
磨
石
削
土
。
此
之
靈
像
、
特
可
尊
承
。

暫
爾
觀
形
、
罪
消
增
福
。
若
生
少
慢
、
長
惡
善
亡
。
但
想
尊
容
、
當
見
眞
佛
。

言
法
寶
者
、
三
乘
教
旨
、
法
界
所
流
、
名
句
所
詮
、
能
生
解
緣
。
故
須
珍
仰
、

以
發
慧
基
。
抄
寫
尊
經
、
恒
安
淨
室
、
箱
函
盛
貯
、
並
合
嚴
敬
。
讀
誦
之
時
、

身
手
清
潔
。
言
僧
寶
者
、
聖
僧
菩
薩
。
破
戒
之
流
、
等
心
起
敬
、
勿
生
慢
想(16
)。

五
つ
目
は
三
宝
を
敬
う
こ
と
で
あ
る
。
同
体
と
別
体
、
何
れ
の
視
点
で
あ

っ
て
も
同
様
に
深
く
敬
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
つ
ぶ
さ
に
説
き
示

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
浅
行
の
者
が
こ
れ
に
よ
っ
て
修
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
三
宝
を
住
持
す
る
こ
と
は
、
今
の
浅
識
の
者
と
大
き
な
因
縁
を
な

す
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
今
、
大
ま
か
に
説
明
す
る
。

仏
宝
と
は
香
木
に
彫
り
、
織
物
に
縫
い
、
素
地
を
金
色
で
飾
り
、
玉
石
を

『
西
方
要
決
釈
疑
通
規
』
の
思
想
的
位
相
（
加
藤
弘
孝
）
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鏤
め
、
絹
に
描
き
、
石
を
磨
き
、
土
を
削
っ
た
仏
像
が
そ
う
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
霊
像
は
特
に
尊
崇
す
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
僅
か
な
時
間
で
あ
っ

て
も
仏
像
を
観
る
こ
と
で
、
罪
が
消
え
、
福
徳
が
増
す
の
で
あ
る
。
も
し

少
し
で
も
慢
心
の
心
を
生
じ
さ
せ
た
な
ら
ば
、
悪
が
増
長
し
、
善
を
失
っ

て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
尊
容
を
想
っ
て
、
真
仏
に
接
す
る
よ
う
に

す
る
べ
き
で
あ
る
。

法
宝
と
は
三
乗
の
教
旨
の
こ
と
を
言
い
、
法
界
よ
り
流
れ
出
て
、
金
言
に

よ
っ
て
縁
起
の
理
解
を
齎
す
経
典
が
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
訳
で
尊

重
す
る
べ
き
で
あ
る
。
智
慧
を
開
発
す
る
基
礎
だ
か
ら
で
あ
る
。
尊
い
経

典
を
書
写
し
た
な
ら
ば
、
常
に
清
浄
な
部
屋
に
安
置
し
て
、
経
函
に
収
め

て
併
せ
て
敬
重
す
べ
き
で
あ
る
。
読
誦
の
時
に
は
身
体
や
手
を
清
ら
か
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

僧
宝
と
は
高
僧
、
菩
薩
の
こ
と
を
指
す
が
、
た
と
え
破
戒
の
輩
で
あ
ろ
う

と
、
等
し
く
心
に
恭
敬
を
発
こ
す
べ
き
で
あ
り
、
慢
心
の
心
を
生
じ
さ
せ

な
い
よ
う
に
す
る
べ
き
で
あ
る
。

【
無
間
修
】

三
者
、
無
間
修
。
謂
常
念
佛
、
作
往
生
心
。
於
一
切
時
、
心
恒
想
巧
。
譬
若

有
人
、
被
他
抄
掠
、
身
爲
下
賤
、
備
受
艱
辛
。
忽
思
父
母
、
欲
走
歸
國
、
行

裝
未
辦
。
由
在
他
鄉
、
日
夜
思
惟
、
苦
不
堪
忍
。
無
時
暫
捨
、
不
念
耶
孃
。

爲
計
既
成
、
便
歸
得
達
。
親
近
父
母
、
縱
任
歡
娛
。
行
者
亦
然
。
往
因
煩
惱
、

壞
亂
善
心
。
福
智
珍
財
、
並
皆
散
失
。
久
流
生
死
、
制
不
自
由
。
恒
與
魔
王
、

而
作
僕
使
、
驅
馳
六
道
、
苦
切
身
心
。
今
遇
善
緣
、
忽
聞
彌
陀
慈
父
、
不
違

弘
願
、
濟
拔
群
生
。
日
夜
驚
忙
、
發
心
願
往
。
所
以
精
勤
不
倦
、
當
念
佛
恩
、

報
盡
爲
期
、
心
恒
計
念(17
)。

三
つ
目
は
無
間
修
で
あ
る
。
常
に
念
仏
し
て
往
生
の
心
を
な
す
こ
と
を
言

う
。
い
か
な
る
時
で
あ
っ
て
も
、
心
を
常
に
浄
土
に
凝
ら
す
べ
き
で
あ
る
。

譬
え
る
と
、
あ
る
人
が
拉
致
さ
れ
て
、
身
を
下
賤
の
境
遇
に
落
と
す
こ
と

と
な
り
、
艱
難
辛
苦
を
被
っ
た
。
に
わ
か
に
父
母
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
、

国
に
帰
ろ
う
と
し
た
が
、
行
装
が
整
わ
な
か
っ
た
。
異
国
の
地
に
あ
っ
て
、

日
夜
、
思
惟
し
て
、
苦
し
み
を
堪
え
忍
ぶ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
一
時

た
り
と
も
父
母
の
こ
と
を
思
わ
な
か
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
だ
行
装

が
整
う
と
、
帰
郷
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
父
母
の
側
近
く
に
仕
え
、
喜
び

の
な
か
で
日
々
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
。
行
者
も
こ
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。
昔
か
ら
煩
悩
に
よ
っ
て
善
心
を
乱
さ
れ
て
き
た
。
福
徳
や
智
慧
な

ど
の
宝
物
は
み
な
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
。
久
し
く
生
死
の
世
界
を
流
転
し
、

出
離
し
よ
う
に
も
な
す
術
が
な
い
。
常
に
魔
王
の
下
僕
と
な
っ
て
、
六
道

の
世
界
を
奔
走
し
、
苦
し
み
で
身
心
を
す
り
減
ら
す
こ
と
に
な
る
の
だ
。

今
、
善
縁
に
出
遇
い
、
阿
弥
陀
仏
の
慈
父
が
誓
願
に
違
う
こ
と
な
く
、
あ

ら
ゆ
る
人
々
を
救
済
し
て
い
る
こ
と
を
聞
い
た
。
日
夜
を
問
わ
ず
醒
覚
し

て
、
発
心
し
て
極
楽
浄
土
に
往
生
し
た
い
と
願
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
訳
で

専
心
し
て
倦
む
こ
と
な
く
、
仏
恩
を
抱
い
て
、
生
涯
が
終
わ
る
ま
で
、
心

は
常
に
浄
土
を
念
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

【
無
余
修
】

四
者
、
無
餘
修
。
謂
專
求
極
樂
、
禮
念
彌
陀
、
但
諸
餘
業
行
、
不
令
雜
起
。

所
作
之
業
、
日
別
須
修
念
佛
讀
經
。
不
留
餘
課
耳(18
)。

四
つ
目
は
無
余
修
で
あ
る
。
専
ら
極
楽
に
往
生
す
る
こ
と
を
求
め
、
阿
弥

佛
教
大
学

仏
教
学
部
論
集
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陀
仏
を
礼
拝
・
念
仏
し
、
こ
れ
以
外
の
諸
行
を
ま
じ
え
な
い
よ
う
に
す
る

べ
き
で
あ
る
。
所
作
の
修
業
と
し
て
は
、
日
々
、
念
仏
・
読
経
を
修
す
べ

き
で
あ
る
。
そ
の
他
の
諸
行
を
留
め
て
は
い
け
な
い
。

「
念
仏
作
業
次
第
」
の
主
題
が
四
修
の
恭
敬
修
に
あ
る
こ
と
は
一
見
し
て
明
ら

か
で
あ
る
。
恭
敬
修
で
は
、
恭
敬
の
対
象
と
し
て
「
有
縁
の
聖
人
」、「
有
縁
の
像

教
」、「
有
縁
の
善
知
識
」、「
同
縁
の
伴
」、「
三
宝
」
の
五
種
類
に
分
類
し
て
い
る
。

全
体
的
に
善
知
識
の
尊
崇
、
経
像
へ
の
恭
敬
な
ど
此
土
で
の
信
仰
態
度
に
重
点
が

置
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
本
書
の
四
修
を
他
の
浄
土
教
典
籍
と
比
較
す
る
と
ど

の
よ
う
な
特
色
、
課
題
が
浮
き
彫
り
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

第
二
節

『
念
仏
鏡
』
の
恭
敬
思
想
と
の
関
連

望
月
信
亨
は
「
第
十
四
章
に
作
業
の
方
規
と
し
て
往
生
礼
讃
の
四
修
の
法
を
出

し(19
)」

と
述
べ
、
善
導
（
六
一
三

六
八
一
）
の
『
往
生
礼
讃
偈
』
の
影
響
を
指
摘

す
る
が
、『
西
方
要
決
』
で
は
配
列
と
長
時
修
の
解
釈
の
面
で
『
念
仏
鏡
』
の
第

一
「
勧
進
念
仏
門
」
の
四
修
も
参
照
し
て
い
る
。

又
彼
經
云
、
有
四
種
修
行
。
何
等
爲
四
。
一
者
、
長
時
修
、
自
従
一
發
念
佛
、

直
至
得
生
淨
土
成
佛
以
來
、
終
不
退
轉
。
二
者
、
敬
處
修
、
正
向
西
方
、
專

想
不
移
。
三
者
、
無
間
修
、
唯
專
念
佛
、
無
別
雜
善
而
來
間
隔
、
亦
無
貪
嗔

煩
惱
雜
惡
來
間
。
四
者
、
無
餘
修
、
無
餘
雜
善
而
來
間
。
何
以
故
。
雜
善
修

道
多
劫
乃
成
、
由
自
力
故
。
唯
專
念
佛
一
日
七
日
、
即
生
淨
土
、
位
居
不
退
、

速
成
無
上
菩
提
、
乘
阿
彌
陀
佛
本
願
力
故
、
速
得
成
就
、
故
名
無
餘
修(20
)。

ま
た
彼
の
経
に
は
、
四
種
の
修
行
が
あ
る
と
い
う
。
何
を
四
種
と
す
る
の

だ
ろ
う
か
。
一
つ
に
は
長
時
修
で
あ
り
、
ひ
と
た
び
念
仏
の
心
を
お
こ
し

て
か
ら
、〔
寿
終
後
〕
た
だ
ち
に
浄
土
に
生
ま
れ
て
成
仏
し
て
終
に
不
退

転
を
得
る
〔
ま
で
止
め
な
い
こ
と
〕。
二
つ
目
は
敬
処
修
で
あ
り
、
西
方

に
向
け
て
、
専
ら
想
い
を
移
さ
な
い
こ
と
。
三
つ
目
は
無
間
修
で
あ
り
、

た
だ
念
仏
に
専
念
し
て
、
他
の
雑
善
が
ま
ざ
る
こ
と
が
無
い
よ
う
に
、
ま

た
貪
瞋
の
煩
悩
や
雑
悪
が
入
り
込
ま
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
四
つ
目
は

無
余
修
で
あ
り
、
諸
々
の
雑
善
が
入
ら
な
い
よ
う
に
。
何
故
か
と
言
え
ば
、

雑
善
の
修
行
は
多
劫
の
末
に
成
就
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
自
力
に
よ

る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
ひ
た
す
ら
念
仏
を
一
日
、
七
日
お
こ
な
え
ば
即
座

に
浄
土
に
往
生
し
、
階
位
は
不
退
転
に
達
し
、
速
や
か
に
無
上
菩
提
を
成

就
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
に
乗
る
か
ら
で
あ
る
。

速
や
か
に
成
就
で
き
る
の
で
無
余
修
と
い
う
の
で
あ
る
。

両
者
の
四
修
法
を
較
べ
る
と
「
念
仏
作
業
次
第
」
で
は
恭
敬
修
の
文
量
が
突
出

し
て
い
る
の
が
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う(21
)。『

西
方
要
決
』
で
は
『
念
仏
鏡
』
の
四
修

法
を
拡
大
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
恭
敬
修
に
お
け
る
拡
大
に
関
し
て
は
、
望
月

信
亨
が
検
討
す
る
『
念
仏
鏡
』「
念
仏
対
三
階
門
」
の
第
四
問
答
と
の
関
連
を
指

摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

『
念
仏
鏡
』
第
四
問
答

問
、
三
階
法
中
、
見
形
像
及
以
諸
經
、
不
多
恭
敬
、
爲
是
泥
龕
。
四
生
衆
生

是
眞
佛
故
、
所
以
恭
敬
。
念
佛
法
中
未
知
。
敬
佛
像
及
經
已
不
。

答
、
念
佛
法
曰
、
見
佛
形
像
及
經
、
竝
遣
恭
敬
。
何
以
故
。
准
報
恩
經
一
所

說
、
釋
迦
牟
尼
佛
向
忉
利
天
、
爲
母
摩
耶
夫
人
說
法
、
經
九
十
日
。
優
塡
大

王
憶
念
世
尊
、
不
能
得
見
、
遂
遣
巧
匠
造
世
尊
形
像
一
軀
、
一
倣
世
尊
。
世

尊
從
天
下
來
至
閻
浮
提
、
其
優
塡
大
王
與
諸
群
臣
遂
去
迎
佛
、
其
形
像
佛
亦

『
西
方
要
決
釈
疑
通
規
』
の
思
想
的
位
相
（
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迎
世
尊
。
世
尊
共
形
像
佛
、
一
處
竝
立
。
兩
佛
相
似
、
遂
將
手
摩
形
像
佛
頂
、

語
形
像
言
、
我
將
不
久
入
涅
槃
、
留
汝
久
住
世
間
、
敎
化
衆
生
。
世
尊
尙
自

敬
佛
形
像
、
罪
惡
衆
生
豈
不
敬
耶
。
又
准
十
輪
經
云
、
獵
師
被
袈
裟
、
象
爲

起
恭
敬
。
敬
袈
裟
功
德
、
命
終
生
忉
利
諸
天
、
九
十
一
劫
受
諸
快
樂
。
何
以

故
。
爲
相
似
故
。
諸
佛
形
像
亦
復
如
是
。
爲
相
似
故
、
恭
敬
之
者
感
得
尊
貴

榮
華
、
生
天
淨
土
。
所
以
佛
名
經
中
、
有
盧
舍
那
佛
敬
形
像
佛
。
盧
舍
那
佛

尙
自
敬
形
像
佛
、
何
況
凡
夫
豈
不
敬
耶
。
又
華
嚴
經
云
、
念
佛
三
昧
當
得
見

佛
、
命
終
之
後
生
於
佛
前
。
彼
人
臨
命
終
時
、
勸
令
念
佛
。
爲
示
尊
像
、
令

瞻
敬
故
。
故
知
華
嚴
經
中
亦
遣
恭
敬
形
像
佛
。
云
何
三
階
。
難
云
、
一
切
形

像
是
埿
龕
、
食
來
不
合
喫
、
一
切
牛
驢
是
眞
佛
、
食
來
卽
合
喫
。
一
切
形
像

是
埿
龕
、
衣
服
供
養
不
合
著
。
一
切
衆
生
是
眞
佛
、
神
虫
上
得
衣
。
云
何
合

著
。
一
切
衆
生
是
眞
佛
、
不
合
損
。
一
年
之
中
損
生
無
頭
數
、
殺
佛
之
罪
如

何
除
得
。
一
切
衆
生
是
眞
徳
、
身
合
安
置
勝
妙
處
、
自
身
旣
在
好
房
舍
、
佛

在
下
惡
處
、
豈
成
平
等(22
)。

問
う
。
三
階
仏
法
の
中
で
形
像
や
諸
経
を
見
て
、
多
く
が
恭
敬
せ
ず
に
泥

龕
と
見
做
し
、
四
生
の
衆
生
は
真
仏
で
あ
る
の
で
、
恭
敬
を
す
る
と
い
う
。

念
仏
の
法
門
中
で
は
は
た
し
て
仏
像
及
び
経
典
を
敬
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

答
え
る
。
念
仏
の
法
門
で
は
仏
の
形
像
及
び
経
典
を
見
た
な
ら
ば
、
と
も

に
恭
敬
の
心
を
発
す
べ
き
だ
と
い
っ
て
い
る
。
ど
う
し
て
で
あ
ろ
う
か
。

『
報
恩
経
』
に
依
る
と
、
釈
迦
牟
尼
仏
が
忉
利
天
に
お
い
て
母
の
摩
耶
夫

人
の
た
め
に
説
法
し
た
と
こ
ろ
九
十
日
が
経
過
し
た
。
優
塡
大
王
は
世
尊

を
憶
念
し
た
が
よ
く
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
巧

匠
に
世
尊
の
形
像
一
軀
を
造
ら
せ
、
世
尊
に
似
せ
さ
せ
た
。
世
尊
は
天
界

よ
り
閻
浮
提
に
下
っ
た
。
優
塡
大
王
は
諸
々
の
群
臣
と
仏
を
迎
え
に
行
き
、

そ
の
形
像
も
ま
た
世
尊
を
迎
え
た
。
世
尊
が
形
像
仏
と
共
に
同
所
に
並
び

立
っ
た
と
こ
ろ
両
仏
は
相
似
し
て
い
た
。
そ
こ
で
〔
世
尊
は
〕
手
で
形
像

の
仏
頂
を
撫
で
、
形
像
に
「
私
は
ま
も
な
く
涅
槃
に
入
る
が
、
汝
を
久
し

く
世
間
に
留
め
さ
せ
て
、
衆
生
を
教
化
さ
せ
よ
う
」
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。

世
尊
で
す
ら
も
自
ら
仏
の
形
像
を
敬
う
の
に
、
罪
悪
の
衆
生
が
ど
う
し
て

敬
わ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
『
地
蔵
十
輪
経
』
に
よ
れ
ば
「
猟
師
が

袈
裟
を
つ
け
れ
ば
象
は
立
ち
あ
が
っ
て
恭
敬
す
る
。
袈
裟
を
敬
う
功
徳
に

よ
っ
て
、
命
が
終
わ
っ
て
忉
利
天
の
諸
天
に
生
ま
れ
た
。
九
十
一
劫
の
間
、

諸
々
の
快
楽
を
受
け
た
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ

う
か
。
相
似
し
て
い
る
た
め
に
諸
仏
の
形
像
も
以
上
の
よ
う
な
功
徳
が
あ

る
。
相
似
し
て
い
る
た
め
に
恭
敬
す
る
者
は
尊
貴
、
栄
華
を
感
得
し
、
天

や
浄
土
に
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
『
仏
名
経
』
の
中
で
、
盧
舎

那
仏
は
形
像
の
仏
を
敬
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
廬
舎
那
仏
で
す
ら
自
ら
形

像
の
仏
を
敬
う
の
に
、
ど
う
し
て
凡
夫
が
敬
わ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま

た
『
華
厳
経
』
に
は
、
念
仏
三
昧
は
見
仏
を
得
て
、
命
終
の
後
、
仏
前
に

生
ず
る
の
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。
そ
の
人
が
命
終
に
臨
む
時
、
念
仏
を
勧

め
る
の
で
あ
る
。〔
そ
の
人
の
〕
た
め
に
尊
像
を
示
し
て
恭
敬
さ
せ
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
れ
で
わ
か
る
の
で
あ
る
。『
華
厳
経
』
の
中
で
形
像
の
仏

を
恭
敬
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
。
三
階
教
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
批
判
し
て

い
う
。
全
て
の
形
像
は
埿
龕
な
の
で
食
事
を
と
る
こ
と
は
な
い
と
し
、
全

て
の
牛
驢
は
真
仏
な
の
で
食
事
を
と
り
、
全
て
の
形
像
は
埿
龕
な
の
で
衣

服
を
供
養
し
て
も
着
る
こ
と
は
な
く
、
全
て
の
衆
生
は
真
仏
な
の
で
昆
虫

佛
教
大
学

仏
教
学
部
論
集

第
一
〇
七
号
（
二
〇
二
三
年
三
月
）

二
三



で
あ
っ
て
も
衣
を
得
て
着
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
い
っ
た
い
ど
の
よ

う
に
着
る
と
い
う
の
か
。
全
て
の
衆
生
は
真
仏
な
の
で
損
な
う
べ
き
で
は

な
い
と
い
う
な
ら
ば
、
一
年
の
間
に
〔
四
生
を
〕
損
な
う
こ
と
は
数
限
り

な
く
、
仏
を
殺
傷
す
る
罪
を
ど
の
よ
う
に
し
て
除
く
と
い
う
の
で
あ
ろ
う

か
。
全
て
の
衆
生
は
真
仏
な
の
で
、
そ
の
身
を
勝
妙
の
と
こ
ろ
に
置
き
、

自
身
も
よ
い
房
舎
に
あ
っ
て
、
仏
像
は
下
悪
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
れ
が

ど
う
し
て
平
等
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

本
箇
所
で
は
「
恭
敬
」
と
い
う
文
脈
の
な
か
で
、
経
典
、
仏
像
の
尊
崇
が
強
調

さ
れ
て
お
り(23
)、『

大
乗
大
集
地
蔵
十
輪
経
』（
通
称
『
地
蔵
十
輪
経
』）
を
典
拠
と

し
た
猟
師
の
袈
裟
の
説
示
は(24
)、

高
僧
、
破
戒
僧
に
拘
わ
ら
ず
等
し
く
敬
う
べ
き
で

あ
る
と
す
る
『
西
方
要
決
』
に
お
け
る
僧
宝
観
の
原
型
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

ま
た
同
書
の
僧
宝
観
と
よ
り
酷
似
す
る
の
は
、『
念
仏
鏡
』
の
第
十
一
「
念
仏
出

三
界
門
」
の
三
宝
観
で
あ
り
、

頭
髮
即
落
、
袈
裟
著
身
、
亦
無
戒
行
、
在
世
間
内
、
上
至
國
王
、
下
至
父
母
、

皆
反
致
敬
。
是
誰
之
力
、
盡
豈
不
是
三
寶
之
力(25
)。

頭
髪
を
落
と
し
、
袈
裟
を
身
に
つ
け
れ
ば
、
戒
行
が
備
わ
っ
て
い
な
く
て

も
、
世
間
で
上
は
国
王
か
ら
下
は
父
母
ま
で
、
み
な
敬
を
と
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
誰
の
力
か
と
い
え
ば
、
こ
と
ご
と
く
三
宝
の
力
な
の
で
あ
る
。

と
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
明
確
に
無
戒
の
僧
へ
の
尊
崇
が
三
宝
と
結
び

付
け
ら
れ
て
い
る
の
が
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

以
上
を
要
す
る
に
、「
念
仏
作
業
次
第
」
の
諸
要
素
は
、
そ
の
原
型
を
全
て

『
念
仏
鏡
』
に
求
め
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
構
築
に
際
し
て
は

『
往
生
礼
讃
偈
』
の
四
修
法
を
土
台
に
、『
念
仏
鏡
』「
念
仏
対
三
階
門
」
の
第
四

問
答
と
三
宝
観
、
四
修
法
が
参
照
さ
れ
た
も
の
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。『
念
仏
鏡
』
か
ら
『
西
方
要
決
』
と
い
う
前
後
関
係
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

な
お
『
念
仏
鏡
』
の
該
当
箇
所
は
、
筆
者
の
研
究
に
よ
り
三
階
教
実
践
の
根
幹

で
あ
る
普
敬
へ
の
批
判
で
あ
る
こ
と
が
史
的
に
確
か
に
な
っ
て
い
る
箇
所
で
あ
る(26
)。

最
も
三
階
教
批
判
の
顕
著
な
部
分
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
対
三
階
教
論
と
し
て

は
展
開
さ
れ
な
い
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
く
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ

こ
で
重
要
な
点
は
『
念
仏
鏡
』
と
の
他
宗
観
の
差
異
で
あ
る
。

理
論
書
と
信
仰
書
と
い
う
差
異
は
あ
る
も
の
の
、『
西
方
要
決
』
で
は
三
階
教

へ
の
態
度
が
軟
化
し
て
い
る(27
)。

本
書
に
は
、『
念
仏
鏡
』
と
同
様
に
三
階
教
へ
の

批
判
以
外
に
も
、
禅
宗
、
弥
勒
信
仰
へ
の
反
発
が
見
え
る
こ
と
は
先
述
し
た
が
、

こ
こ
で
は
競
合
す
る
宗
派
を
徹
底
的
に
排
斥
し
よ
う
と
い
う
意
思
は
感
じ
取
れ
な

い
。『
金
剛
般
若
経
』
と
は
会
通
し
禅
宗
と
い
う
名
前
も
前
面
に
は
出
さ
な
い
。

し
か
も
三
階
教
の
普
敬
思
想
を
論
難
し
た
『
念
仏
鏡
』
と
は
異
な
り
、『
西
方
要

決
』
の
第
十
一
章
に
は
普
行
の
尊
重
な
ど(28
)、

微
温
的
な
要
素
が
見
出
せ
る
の
で
あ

る
。

第
三
疑
曰
。
准
今
修
行
、
學
普
爲
宗
。
別
念
彌
陀
、
乃
成
曲
見
。
翻
爲
障
道
、

不
免
輪
迴
。
何
不
捨
別
行
、
以
隨
修
其
普
。
通
曰
、
仰
尋
普
行
、
爲
益
極
深
。

大
智
通
賢
、
方
能
措
意
。
力
微
智
淺
、
難
以
輒
行
。
大
聖
隨
機
、
遣
修
別
行
、

稱
根
性
故
。
於
理
無
傷
假
別
爲
因
、
修
成
普
業(29
)。

す
な
わ
ち
こ
こ
で
、「
普
行
を
検
討
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
益
を
齎
す
こ
と
は
極

め
て
深
い
の
で
あ
る
」
と
し
て
一
定
の
評
価
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
重
要
な

の
は
先
述
し
た
『
西
方
要
決
』
第
十
四
章
の
「
言
僧
宝
者
、
聖
僧
菩
薩
。
破
戒
之

流
、
等
心
起
敬
、
勿
生
慢
想
」
と
い
う
恭
敬
修
末
尾
の
三
宝
観
が
、
三
階
教
の
普

『
西
方
要
決
釈
疑
通
規
』
の
思
想
的
位
相
（
加
藤
弘
孝
）

二
四



敬
に
通
じ
る
思
想
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

事
実
、
三
階
教
の
影
響
下
で
成
立
し
た
『
瑜
伽
法
鏡
経
』（
七
〇
七
年
）
の

「
常
施
菩
薩
所
問
品
」
第
三
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

若
見
衆
僧
、
莫
問
多
少
、
勿
簡
持
戒
破
戒
及
與
大
小
、
應
生
敬
重
、
不
得
輕

慢(30
)。

こ
れ
は
下
敷
と
な
っ
た
『
像
法
決
疑
経
』
に
は
確
認
で
き
な
い
部
分
で
あ
り
、
三

階
教
の
地
蔵
信
仰
と
の
関
連
が
窺
え
る(31
)。

『
西
方
要
決
』
に
お
け
る
破
戒
僧
へ
の
恭
敬
思
想
の
受
容
事
例
か
ら
は
、
三
階

教
の
普
敬
批
判
を
起
点
と
し
た
思
想
を
、
威
儀
を
中
心
と
し
た
恭
敬
修
に
展
開
さ

せ
て
い
る
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
。
学
派
仏
教
に
お
け
る
浄
土
教
の
優
位
性
を

主
張
し
た
上
で
、
行
儀
に
よ
っ
て
三
階
教
を
始
め
と
す
る
諸
宗
を
止
揚
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

第
三
章

唐
代
浄
土
教
に
お
け
る
思
想
的
位
相

こ
の
姿
勢
は
唐
代
浄
土
教
の
文
脈
に
お
い
て
み
る
こ
と
で
、
理
解
が
容
易
に
な

る
。
唐
中
期
に
活
躍
し
た
飛
錫
（
生
没
年
不
詳
）
の
『
念
仏
三
昧
宝
王
論
』（
通

称
『
宝
王
論
』）
巻
上
に
は
普
敬
思
想
が
濃
厚
に
見
出
せ
る
の
で
あ
る
が(32
)、

こ
れ

は
『
西
方
要
決
』
の
三
宝
観
、
と
り
わ
け
僧
宝
観
を
念
仏
三
昧
の
脈
絡
で
発
展
さ

せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
破
戒
の
僧
を
主
題
と
し
た
「
持
戒
破
戒
但
生

仏
想
門
」
第
三
で
は
、
破
戒
僧
も
尊
ぶ
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
る
。

對
曰
、
如
來
甞
於
三
昧
海
經
、
爲
父
王
説
。
昔
有
四
比
丘
、
犯
律
爲
恥
、
將

無
所
怙
。
忽
聞
空
中
聲
曰
、
汝
之
所
犯
、
謂
無
救
者
不
然
也
。
空
王
如
來
、

雖
復
涅
槃
、
形
像
尚
在
。
汝
可
入
塔
、
一
觀
寶
像
眉
間
白
毫
。
比
丘
隨
之
、

泣
涙
言
曰
、
佛
像
尚
爾
、
況
佛
眞
容
乎
。
擧
身
投
地
、
如
大
山
崩
。
今
於
四

方
、
皆
成
正
覺
。
東
方
阿
閦
佛
、
南
方
寶
相
佛
、
西
方
無
量
壽
佛
、
北
方
微

妙
聲
佛
、
是
四
破
戒
比
丘
也
。
所
以
如
來
名
此
觀
佛
三
昧
。
爲
大
寶
王
戒
品

海
者
、
可
以
滌
破
戒
之
罪
垢
、
得
塵
累
之
清
淨
也
。
此
四
比
丘
、
一
觀
寶
像
、

僉
爲
世
雄
。
念
佛
之
人
、
豈
得
惑
於
破
戒
之
僧
歟(33
)。

答
え
よ
う
。
如
来
は
か
つ
て
『
観
仏
三
昧
海
経
』
で
、
父
王
の
た
め
に
以

下
の
よ
う
に
お
説
き
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
昔
、
四
人
の
比
丘
が
お
り
、

律
を
犯
し
た
こ
と
を
恥
じ
て
、
よ
り
ど
こ
ろ
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の

時
、
空
中
に
、〈
あ
な
た
が
犯
し
た
罪
業
を
救
う
者
が
存
在
し
な
い
と
思

う
の
は
正
し
く
な
い
。
空
王
如
来
は
涅
槃
に
入
っ
た
が
、
形
像
は
な
お
存

在
し
て
い
る
。
あ
な
た
は
塔
に
入
っ
て
、
宝
像
の
眉
間
の
白
毫
を
観
察
す

る
の
だ
〉
と
声
が
響
い
た
。
比
丘
は
こ
の
声
に
随
っ
て
、
涙
を
流
し
て
、

〈
仏
像
で
さ
え
も
こ
の
よ
う
に
功
徳
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
仏
の

真
容
が
そ
う
で
な
い
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
〉
と
言
っ
た
。
比
丘
が
そ
の

身
を
地
に
投
じ
た
様
子
は
あ
た
か
も
大
山
が
崩
れ
る
よ
う
だ
っ
た
。
今
、

四
方
世
界
に
お
い
て
、
み
な
悟
り
を
成
就
し
て
い
る
。
東
方
の
阿
閦
仏
、

南
方
の
宝
相
仏
、
西
方
の
無
量
寿
仏
、
北
方
の
微
妙
声
仏
は
、
四
人
の
破

戒
の
比
丘
だ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
。
こ
の
よ
う
な
訳
で
如
来
は
、
こ
れ
を

観
仏
三
昧
と
名
づ
け
た
。
大
宝
王
の
戒
品
海
と
は
、
破
戒
の
罪
垢
を
あ
ら

っ
て
、
煩
悩
の
清
浄
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
を
言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
四
比
丘
は
、
ひ
と
た
び
宝
像
を
観
察
す
る
こ
と
で
み
な
仏
と
な
っ
た
。

念
仏
の
人
は
、
ど
う
し
て
破
戒
の
僧
を
惑
わ
せ
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

特
に
『
大
方
等
大
集
経
』
や
『
大
般
涅
槃
経
』
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
述
べ
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る
箇
所
が
重
要
で
あ
る
。

故
大
集
經
云
、
若
諸
王
臣
、
打
罵
出
家
持
戒
破
戒
、
罪
同
出
百
億
佛
身
血
。

若
見
被
袈
裟
者
、
無
論
持
犯
、
但
生
佛
想
。
佛
想
者
念
佛
三
昧
也
。
斯
之
金

口
、
明
不
輕
之
深
旨
也
。
安
得
恣
行
打
罵
而
不
懼
哉(34
)。

こ
の
よ
う
な
訳
で
『
大
方
等
大
集
経
』
に
説
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し

諸
々
の
王
臣
が
持
戒
、
破
戒
の
出
家
者
を
打
罵
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
罪
は

百
億
の
仏
身
よ
り
血
を
出
さ
せ
る
こ
と
と
同
様
な
の
で
あ
る
。
も
し
も
袈

裟
を
身
に
つ
け
る
者
を
見
た
な
ら
ば
、
持
戒
、
破
戒
を
問
う
こ
と
な
く
、

た
だ
仏
想
を
生
じ
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
仏
想
と
は
念
仏
三
昧
の
こ
と
な

の
で
あ
る
。
こ
の
金
口
は
不
軽
の
深
旨
を
明
か
す
も
の
で
あ
る
。
ど
う
し

て
ほ
し
い
ま
ま
に
打
罵
を
行
い
、
慎
ま
ず
に
お
れ
よ
う
か
。

經
云
、
寧
爲
心
師
、
不
師
於
心
。
見
慳
貪
人
、
作
施
想
、
見
破
戒
人
、
作
持

戒
想
。
夫
然
則
不
爲
六
蔽
境
界
之
所
纒
。
蓋
成
六
度
彼
岸
之
觀
門
焉
。
若
住

分
別
之
心
、
自
取
冥
司
之
罰
。
不
亦
哀
哉
。
若
能
翻
此
見
心
、
則
念
佛
三
昧
、

如
川
之
流
矣(35
)。

経
典
（『
大
般
涅
槃
経
』）
に
は
「
心
の
師
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
心
を
師

と
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
説
か
れ
る
。
慳
貪
の
人
を
見
れ
ば
施
し
の
想
い

を
な
し
て
、
破
戒
の
人
を
見
れ
ば
持
戒
の
想
い
を
な
す
べ
き
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
六
種
の
悪
心
に
囚
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ

る
。
必
ず
や
六
波
羅
蜜
の
彼
岸
の
観
門
を
成
就
す
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
分

別
の
心
に
執
着
す
れ
ば
、
自
ら
冥
司
の
罰
を
被
る
。
何
と
哀
し
い
こ
と
か
。

も
し
こ
の
見
心
を
翻
し
た
な
ら
ば
、
念
仏
三
昧
は
川
の
流
れ
の
ご
と
く
成

就
す
る
で
あ
ろ
う
。

更
に
三
宝
受
持
は
『
宝
王
論
』
巻
下
の
「
無
相
献
華
信
毀
交
報
門
」
第
十
九
に

も
見
ら
れ
る
。

一
華
若
此
。
一
切
土
木
形
像
、
竹
帛
諸
經
、
剃
髮
僧
尼
、
住
持
三
寶
、
戒
定

慧
學
、
無
論
福
田
及
非
福
田
、
悉
可
敬
之
。
一
切
皆
入
真
實
三
業
供
法
界
海

中
、
有
何
不
可
。
而
欲
略
之
哉
。
法
華
偈
云
、

若
人
於
塔
廟

寶
像
及
畫
像

以
華
香
幡
蓋

敬
心
而
供
養

乃
至
一
小
音

皆
已
成
佛
道(36
)

一
華
の
供
養
と
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
土
や
木
の
形

像
、
竹
簡
や
布
帛
の
諸
経
、
剃
髪
し
た
僧
尼
、
三
宝
や
戒
定
慧
の
三
学
の

住
持
や
福
田
と
非
福
田
を
問
う
こ
と
な
く
、
す
べ
て
こ
れ
ら
を
敬
う
べ
き

な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
み
な
真
実
の
三
業
な
の
で
あ
り
、
供
養
法
界
海

中
に
入
る
の
に
、
ど
う
し
て
そ
う
で
な
い
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ

を
略
す
る
と
、『
法
華
経
』
の
偈
文
で
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
も
し
人
が
塔
廟
に
お
い
て
宝
像
や
画
像
に
華
香
、
幡
蓋
を
も
っ
て
敬

心
よ
り
供
養
し
て
、
一
小
音
で
も
称
念
し
た
な
ら
ば
、
み
な
す
で
に
仏
道

を
成
就
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
経
像
の
素
材
や
僧
侶
の
資
質
に
よ
っ
て
区
別
す
る
こ
と
な
く
一
切
の
三

宝
を
等
し
く
恭
敬
す
る
精
神
が
謳
わ
れ
、『
法
華
経
』
の
偈
文
に
よ
り
三
宝
受
持

と
念
仏
三
昧
が
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
。『
念
仏
鏡
』、『
西
方
要
決
』
に
見
ら
れ

る
破
戒
の
僧
を
も
尊
ぶ
べ
き
と
い
う
僧
宝
思
想
は
、『
宝
王
論
』
に
至
っ
て
念
仏

三
昧
の
脈
絡
で
、
普
敬
の
理
念
と
会
通
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
事
相
面
で
の
三
宝
の
尊
崇
と
い
う
傾
向
が
浄
土
教
家
間
で
引
き
継
が
れ
、

『
西
方
要
決
釈
疑
通
規
』
の
思
想
的
位
相
（
加
藤
弘
孝
）

二
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飛
錫
に
お
い
て
普
敬
（
僧
宝
尊
崇
）
の
理
念
と
念
仏
三
昧
が
調
和
さ
れ
る
過
程
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

第
一
章
か
ら
第
三
章
ま
で
の
検
討
に
よ
り
、『
西
方
要
決
』
は
『
念
仏
鏡
』
と

『
宝
王
論
』
を
繋
ぐ
典
籍
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
ま
た
こ
れ
は
同
時
に
恭
敬

修
を
中
心
と
し
た
四
修
の
系
譜
と
も
重
な
る
議
論
で
あ
る
。
そ
こ
で
最
後
に
こ
の

観
点
か
ら
も
『
西
方
要
決
』
の
思
想
的
位
相
を
論
じ
て
お
き
た
い
。

浄
土
教
行
儀
の
起
点
で
あ
る
『
往
生
礼
讃
偈
』
の
四
修
法
は
、『
倶
舎
論
』、

『
摂
大
乗
論
釈
』
な
ど
の
四
修
法
を
浄
土
教
的
に
翻
案
し
た
も
の
で
あ
る(37
)。

と
り

わ
け
『
往
生
礼
讃
偈
』
の
四
修
観
で
は(38
)、

恭
敬
修
に
お
い
て
彼
土
を
対
象
と
す
る

点
が
重
要
で
あ
る
。

『
往
生
礼
讃
偈
』
を
受
け
た
『
念
仏
鏡
』
で
は
、
第
二
章
第
二
節
で
言
及
し
た

よ
う
に
、
四
修
の
文
脈
で
は
な
い
が
、
恭
敬
思
想
に
着
眼
し
て
い
る
。
三
階
教
の

普
敬
に
対
抗
す
る
た
め
、
恭
敬
思
想
を
此
土
に
引
き
寄
せ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ

が
善
導
と
は
異
な
る
方
向
性
の
解
釈
に
繋
が
る
こ
と
に
な
る
。

『
西
方
要
決
』
で
は
、『
念
仏
鏡
』
の
僧
宝
観
な
ど
を
参
照
し
て
恭
敬
修
を
三

宝
の
範
疇
で
論
じ
る
こ
と
で
、
恭
敬
修
の
対
象
が
明
確
に
此
土
に
も
及
ぶ
こ
と
と

な
り
、
三
階
教
の
普
敬
の
思
想
と
の
会
通
が
は
か
ら
れ
て
い
る
。『
念
仏
鏡
』
で

い
う
西
方
と
い
う
「
処
」
な
ど
も
恭
敬
修
の
文
脈
で
整
理
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て

『
往
生
礼
讃
偈
』
と
『
念
仏
鏡
』
両
書
の
整
合
性
が
は
か
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
西
方
と
い
う
方
角
を
疎
か
に
し
な
い
態
度
や
、
身
近
な
三
宝
の
重
視
な

ど
、
日
常
の
行
儀
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
此
土
と
い
う
観
点
で
言
え
ば
、
高
徳
の
聖
者
に
対
し
て
の
恭
敬
は
論
蔵
に

も
見
え
る
も
の
で
あ
る(39
)。

人
師
の
要
素
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
破
戒
僧
へ
の
恭
敬

の
扉
が
開
か
れ
た
訳
で
あ
る
が
、
こ
の
意
図
の
も
と
『
西
方
要
決
』
で
は
『
往
生

礼
讃
偈
』・『
念
仏
鏡
』
に
加
え
、
論
蔵
の
四
修
観
も
折
衷
し
て
い
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。
ど
う
も
こ
の
あ
た
り
に
論
蔵
の
第
一
人
者
で
あ
る
基
に
本
書
が
仮
託

さ
れ
た
理
由
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

成
立
当
初
よ
り
基
に
仮
託
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば(40
)、

そ
の
仏
教
学
的
権
威
を
も

っ
て
、
三
階
教
を
初
め
と
す
る
諸
学
派
を
浄
土
教
の
威
儀
の
立
場
か
ら
包
括
（
統

合
）
し
、
そ
の
正
統
性
を
喧
伝
す
る
撰
述
意
図
が
あ
っ
た
と
も
想
定
し
得
る
の
で

あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
第
一
章
で
提
示
し
た
、
近
接
す
る
典
籍
間
の
思
想
傾
向
か
ら
相
対
的
に

前
後
関
係
を
判
別
す
る
と
い
う
方
法
論
を
用
い
て
、『
西
方
要
決
』
の
成
立
背
景

を
検
討
し
た
。

ま
ず
第
二
章
に
お
い
て
は
、『
西
方
要
決
』
と
『
念
仏
鏡
』
の
思
想
的
連
関
を

検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、『
西
方
要
決
』
で
は
、『
往
生
礼
讃
偈
』
の
四
修
法
を
基

軸
に
、『
念
仏
鏡
』
の
対
三
階
教
論
が
参
照
さ
れ
、
三
宝
思
想
や
行
儀
の
枠
内
で
、

普
敬
が
恭
敬
思
想
と
し
て
取
り
込
ま
れ
て
い
た
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き

た
。次

に
第
三
章
で
は
、『
西
方
要
決
』
に
見
え
る
三
階
教
に
調
和
し
た
三
宝
受
持

の
姿
勢
が
、
飛
錫
の
『
宝
王
論
』
に
至
っ
て
、
念
仏
三
昧
を
基
軸
と
し
た
普
敬
思

想
の
着
想
点
と
な
っ
て
い
く
点
を
確
認
し
た
。

最
終
的
な
結
論
は
、
破
戒
僧
へ
の
恭
敬
思
想
が
、『
念
仏
鏡
』
↓
『
西
方
要
決
』

↓
『
宝
王
論
』
の
順
序
で
加
上
さ
れ
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
結
論
に

佛
教
大
学

仏
教
学
部
論
集

第
一
〇
七
号
（
二
〇
二
三
年
三
月
）
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よ
り
『
西
方
要
決
』
の
成
立
は
、『
念
仏
鏡
』（
天
宝
年
間
）
と
『
宝
王
論
』（
大

暦
年
間
）
の
中
間
期
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
四
修
法
の
系
譜
と

重
ね
合
わ
せ
る
観
点
か
ら
は
、
成
立
当
初
よ
り
基
に
仮
託
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も

同
時
に
指
摘
し
得
た
の
で
あ
る
。

〈注
〉

(1
)
拙
稿
「『
西
方
要
決
釈
疑
通
規
』
の
成
立
背
景
に
つ
い
て
」
七
九
頁
（『
印
度
学

仏
教
学
研
究
』
第
七
〇
巻
、
第
一
号
〔
一
五
五
〕、
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
、
二

〇
二
一
年
）。

(2
)
陳
揚
炯
『
中
国
浄
土
宗
通
史
』
二
五
九
頁
（『
中
国
佛
教
宗
派
史
叢
書
』
江
蘇

古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）。
和
文
引
用
は
大
河
内
康
憲
の
訳
本
に
よ
っ
た
。

『
中
国
浄
土
宗
通
史
』
三
三
〇
頁
（
東
方
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）。

(3
)
『
念
仏
鏡
』
の
専
論
と
し
て
、
粂
原
勇
慈
「『
念
仏
鏡
』
の
対
三
階
門
」（『
佛

教
論
叢
』
第
三
一
号
、
浄
土
宗
教
学
院
、
一
九
八
七
年
）
が
あ
る
。

(4
)
塚
本
善
隆
「
続
三
階
教
資
料
雑
記
」
一
〇
八
〜
一
一
〇
頁
（『
支
那
仏
教
史
学
』

第
一
巻
、
第
二
号
、
支
那
仏
教
史
学
会
、
一
九
三
七
年
）。

(5
)
拙
稿
『
唐
中
期
浄
土
教
に
お
け
る
善
導
流
の
諸
相

『
念
仏
三
昧
宝
王
論
』
と

『
念
仏
鏡
』
を
中
心
に

』
二
三
一
〜
二
三
三
頁
（
佛
教
大
学
・
法
藏
館
、
二
〇

二
〇
年
）。
唐
中
期
と
い
う
年
代
が
明
確
に
な
っ
た
こ
と
で
張
總
の
真
撰
説
も
同

時
に
退
け
ら
れ
る
。
な
お
張
總
は
『
浄
土
十
疑
論
』
を
無
条
件
に
智
顗
の
も
の
と

す
る
が
、
佐
藤
哲
英
の
考
証
が
参
照
さ
れ
て
お
ら
ず
問
題
を
残
し
て
い
る
。
佐
藤

哲
英
『
天
台
大
師
の
研
究

智
顗
の
著
作
に
関
す
る
基
礎
的
研
究

』
六
三
八
〜

六
四
三
頁
（
百
華
苑
、
一
九
六
一
年
）。

(6
)
望
月
信
亨
編
『
仏
教
大
辞
典
』
第
二
巻
、
一
四
二
七
頁
（
仏
教
大
辞
典
発
行
所
、

一
九
三
二
年
）。

(7
)
望
月
信
亨
『
支
那
浄
土
教
理
史
』
二
九
四
頁
（
法
藏
館
、
一
九
四
二
年
）。

(8
)
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
編
『
浄
土
教
典
籍
目
録
』（
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
、

二
〇
一
一
年
）
の
「
西
方
要
決
釈
疑
通
規
」
の
項
目
（
二
〇
二

二
〇
三
頁
）
で

は
写
本
・
刊
本
類
の
整
理
が
な
さ
れ
て
い
る
。
書
誌
に
関
し
て
は
、
天
理
図
書
館

所
蔵
の
浄
土
教
版
（
鎌
倉
末
期
）
な
ど
を
中
心
に
、
現
在
、
調
査
中
で
あ
る
た
め
、

暫
定
的
に
『
大
正
蔵
』
所
収
本
を
用
い
た
い
。
な
お
章
目
に
つ
い
て
は
浅
野
教
信

『
講
本
西
方
要
決
』（
永
田
文
昌
堂
、
一
九
九
三
年
）
を
参
照
し
た
。
天
理
図
書

館
所
蔵
本
に
つ
い
て
は
、
澤
井
勇
治
「
天
理
図
書
館
蔵
『
西
方
要
決
釈
疑
通
規
』

に
つ
い
て

摺
刷
技
法
を
中
心
に
し
て

」（『
天
理
図
書
館
報
ビ
ブ
リ
ア
』

№
九
五
、
天
理
図
書
館
、
一
九
九
〇
年
）
及
び
「
天
理
図
書
館
蔵
『
西
方
要
決
釈

疑
通
規
』
に
つ
い
て
（
追
記
）

浄
土
教
版
粘
葉
装
版
木
の
割
付
け

」（『
天
理

図
書
館
報
ビ
ブ
リ
ア
』
№
九
六
、
天
理
図
書
館
、
一
九
九
一
年
）
を
参
照
の
こ

と
。

(9
)
『
西
方
要
決
釈
疑
通
規
』（『
大
正
蔵
』
第
四
七
巻
、
一
〇
九
中
〜
下
）。

(10
)
『
西
方
要
決
釈
疑
通
規
』（『
大
正
蔵
』
第
四
七
巻
、
一
〇
九
下
）。

(11
)
『
西
方
要
決
釈
疑
通
規
』（『
大
正
蔵
』
第
四
七
巻
、
一
〇
九
下
）。

(12
)
『
西
方
要
決
釈
疑
通
規
』（『
大
正
蔵
』
第
四
七
巻
、
一
〇
九
下
）。

(13
)
『
西
方
要
決
釈
疑
通
規
』（『
大
正
蔵
』
第
四
七
巻
、
一
〇
九
下
）。

(14
)
『
西
方
要
決
釈
疑
通
規
』（『
大
正
蔵
』
第
四
七
巻
、
一
〇
九
下
）。

(15
)
『
西
方
要
決
釈
疑
通
規
』（『
大
正
蔵
』
第
四
七
巻
、
一
〇
九
下
）。

(16
)
『
西
方
要
決
釈
疑
通
規
』（『
大
正
蔵
』
第
四
七
巻
、
一
〇
九
下
〜
一
一
〇
上
）。

(17
)
『
西
方
要
決
釈
疑
通
規
』（『
大
正
蔵
』
第
四
七
巻
、
一
一
〇
上
）。

(18
)
『
西
方
要
決
釈
疑
通
規
』（『
大
正
蔵
』
第
四
七
巻
、
一
一
〇
上
）。

(19
)
望
月
信
亨
『
支
那
浄
土
教
理
史
』
三
〇
二
頁
（
法
藏
館
、
一
九
四
二
年
）。『
往

生
礼
讃
偈
』・
・
・「
又
勸
行
四
修
法
、
用
策
三
心
五
念
之
行
、
速
得
往
生
。
何
者

爲
四
。
一
者
恭
敬
修
。
所
謂
恭
敬
禮
拜
彼
佛
及
彼
一
切
聖
衆
等
。
故
名
恭
敬
修
。

畢
命
爲
期
、
誓
不
中
止
、
卽
是
長
時
修
。
二
者
無
餘
修
。
所
謂
專
稱
彼
佛
名
。
專

念
專
想
專
禮
專
讃
彼
佛
及
一
切
聖
衆
等
、
不
雜
餘
業
。
故
名
無
餘
修
。
畢
命
爲
期
、

誓
不
中
止
、
卽
是
長
時
修
。
三
者
無
間
修
。
所
謂
相
續
恭
敬
禮
拜
、
稱
名
讃
歎
、

憶
念
觀
察
、
回
向
發
願
、
心
心
相
續
、
不
以
餘
業
來
間
。
故
名
無
間
修
。
又
不
以

貪
瞋
煩
惱
來
間
。
隨
犯
隨
懺
、
不
令
隔
念
隔
時
隔
日
。
常
使
清
淨
、
亦
名
無
間
修
。

畢
命
爲
期
、
誓
不
中
止
、
卽
是
長
時
修
。
又
菩
薩
已
免
生
死
、
所
作
善
法
回
求
佛

果
、
卽
是
自
利
。
教
化
衆
生
、
盡
未
來
際
、
卽
是
利
他
。
然
今
時
衆
生
、
悉
爲
煩

『
西
方
要
決
釈
疑
通
規
』
の
思
想
的
位
相
（
加
藤
弘
孝
）

二
八



惱
繋
縛
、
未
免
惡
道
生
死
等
苦
。
隨
縁
起
行
、
一
切
善
根
具
速
回
、
願
往
生
阿
彌

陀
佛
國
。
到
彼
國
已
、
更
無
所
畏
、
如
上
四
修
、
自
然
任
運
、
自
利
利
他
、
無
不

具
足
。
應
知
」（『
大
正
蔵
』
第
四
七
巻
、
四
三
九
上
）。

(20
)
『
念
仏
鏡
』
本
（「
寛
永
十
九
年
版
」
乾
、
四
丁
裏
〜
五
丁
表
）。

(21
)
「
彼
経
云
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
往
生
礼
讃
偈
』
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

『
集
諸
経
礼
懺
儀
』
所
収
本
を
閲
し
て
い
た
な
ら
ば
、
経
典
（
諸
経
）
と
扱
わ
れ

て
い
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
善
導
（
六
一
三

六
八
一
）
の
著
作
を

経
典
と
同
様
に
見
做
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
観
念
阿
弥
陀
仏
相

海
三
昧
功
徳
法
門
経
』（
通
称
『
観
念
法
門
』）
な
ど
善
導
著
作
は
経
典
と
同
様
の

扱
い
を
受
け
て
い
る
事
例
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
『
念
仏
鏡
』
に
お
い
て

も
善
導
の
著
作
を
経
典
以
上
の
尊
崇
を
も
っ
て
位
置
付
け
る
事
例
が
確
認
で
き
る
。

拙
稿
『
唐
中
期
浄
土
教
に
お
け
る
善
導
流
の
諸
相

『
念
仏
三
昧
宝
王
論
』
と

『
念
仏
鏡
』
を
中
心
に

』
二
九
六
頁
（
佛
教
大
学
・
法
藏
館
、
二
〇
二
〇
年
）。

(22
)
『
念
仏
鏡
』
末
（「
寛
永
十
九
年
版
」
坤
、
三
十
丁
裏
〜
三
十
二
丁
表
）。

(23
)
な
お
恭
敬
修
の
名
称
を
「
敬
処
修
」
と
変
更
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、『
往
生

礼
讃
偈
』
の
恭
敬
修
で
は
阿
弥
陀
仏
以
外
の
経
像
が
対
象
と
な
ら
な
い
こ
と
に
起

因
す
る
か
と
思
わ
れ
る
。
恭
敬
の
対
象
と
し
て
含
め
る
た
め
に
、
恭
敬
思
想
と
し

て
独
立
さ
せ
、
区
別
化
を
図
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(24
)
『
地
蔵
十
輪
経
』
の
該
当
箇
所
は
、
第
四
「
無
依
行
品
」
第
三
之
二
（『
大
正

蔵
』
第
十
三
巻
、
七
四
一
下
〜
七
四
二
上
）
で
あ
る
。『
地
蔵
十
輪
経
』
は
三
階

教
に
多
大
な
影
響
を
与
え
、
唐
中
期
に
は
地
蔵
信
仰
は
三
階
教
の
中
で
重
要
な
要

素
と
な
っ
て
い
る
。
如
来
蔵
、
仏
性
思
想
と
の
連
関
か
ら
重
要
視
さ
れ
る
に
至
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。『
地
蔵
十
輪
経
』
に
お
け
る
破
戒
僧
へ
の
恭
敬
思
想
は
、
全
衆

生
へ
の
普
敬
を
理
論
武
装
す
る
も
の
で
あ
り
、
浄
土
教
に
と
っ
て
脅
威
だ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
経
を
逆
手
に
と
っ
て
経
像
へ
の
恭
敬
の
意
で
引
用
、
受
容

し
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
三
階
教
の
影
響
が
皆
無
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
後
述

す
る
「
念
仏
出
三
界
門
」
の
三
宝
観
で
、
僧
宝
に
「
無
戒
行
」
の
僧
を
含
む
点
は

留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
な
お
破
戒
僧
へ
の
恭
敬
思
想
が
『
地
蔵
菩
薩
本
願
経
』
な

ど
の
地
蔵
経
典
に
頻
出
す
る
こ
と
は
親
鸞
仏
教
セ
ン
タ
ー
の
伊
藤
真
博
士
の
御
指

摘
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
三
階
教
の
地
蔵
信
仰
に
関
す
る
先
行
研
究
と

し
て
は
、
矢
吹
慶
輝
『
三
階
教
之
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
二
七
年
）
や
洪
在

成
「
三
階
教
と
地
蔵
信
仰

特
に
地
蔵
教
学
を
中
心
と
し
て

」（『
佛
教
大
学
大

学
院
紀
要
』
第
二
九
号
、
佛
教
大
学
大
学
院
、
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
が
あ
る
。

(25
)
『
念
仏
鏡
』
末
（「
寛
永
十
九
年
版
」
坤
、
四
十
七
丁
裏
）。

(26
)
拙
稿
『
前
掲
書
』
二
八
七
〜
二
八
九
頁
。

(27
)
張
總
も
三
階
の
態
度
に
つ
い
て
は
指
摘
す
る
が
、
こ
れ
を
唐
初
の
状
況
で
あ
る

と
見
做
す
。
張
總
『
中
国
三
階
教
史

一
個
佛
教
史
上
湮
滅
的
教
派

』
二
三
三

〜
二
三
四
頁
（『
国
家
哲
学
社
会
科
学
成
果
文
庫
』
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
二

〇
一
三
年
）。

(28
)
粂
原
勇
慈
「
三
階
教
の
普
行
に
つ
い
て
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
三
九
巻
、

第
二
号
〔
七
八
〕、
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
、
一
九
九
一
年
）
で
は
普
行
を
通
仏

教
的
と
捉
え
る
。

(29
)
『
西
方
要
決
釈
疑
通
規
』（『
大
正
蔵
』
第
四
七
巻
、
一
〇
八
中
）。

(30
)
『
示
所
犯
者
瑜
伽
法
鏡
経
』「
常
施
菩
薩
所
問
品
」
第
三
（『
大
正
蔵
』
第
八
五

巻
、
一
四
一
九
下
）。

(31
)
ま
た
『
法
苑
珠
林
』（
六
六
八
年
）
巻
十
九
の
「
敬
僧
篇
」
第
八
に
も
「
縱
有

持
戒
破
戒
、
若
長
若
幼
、
皆
須
深
敬
、
不
得
軽
慢
」（『
大
正
蔵
』
第
五
三
巻
、
四

二
三
上
）
と
あ
っ
て
、
本
主
題
が
三
階
教
と
通
仏
教
の
接
合
点
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。

(32
)
矢
吹
慶
輝
『
三
階
教
之
研
究
』
五
七
八
〜
五
八
二
頁
（
岩
波
書
店
、
一
九
二
七

年
）、
塚
本
善
隆
『
唐
中
期
の
浄
土
教

特
に
法
照
禅
師
の
研
究

』
三
〇
四
〜

三
一
四
頁
（『
東
方
文
化
学
院
京
都
研
究
所
研
究
報
告
』
第
四
冊
、
東
方
文
化
学

院
京
都
研
究
所
、
一
九
三
三
年
）、
望
月
信
亨
『
支
那
浄
土
教
理
史
』
二
八
二
〜

二
八
七
頁
（
法
藏
館
、
一
九
四
二
年
）。

(33
)
『
念
仏
三
昧
宝
王
論
』
巻
上
（「
嘉
興
蔵
版
」
八
丁
表
〜
裏
）。

(34
)
『
念
仏
三
昧
宝
王
論
』
巻
上
（「
嘉
興
蔵
版
」
八
丁
裏
〜
九
丁
表
）。

(35
)
『
念
仏
三
昧
宝
王
論
』
巻
上
（「
嘉
興
蔵
版
」
九
丁
表
）。

(36
)
『
念
仏
三
昧
宝
王
論
』
巻
下
（「
嘉
興
蔵
版
」
十
二
丁
表
）。

(37
)
福
原
隆
善
「
浄
土
教
に
お
け
る
四
修
（
1
）」
二
三
二
〜
二
四
〇
頁
（
北
畠
典

生
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
『
北
畠
典
生
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
日
本

佛
教
大
学

仏
教
学
部
論
集

第
一
〇
七
号
（
二
〇
二
三
年
三
月
）

二
九



佛
教
文
化
論
叢
』
上
巻
、
永
田
文
昌
堂
、
一
九
九
八
年
）。
例
え
ば
『
倶
舎
論
』

巻
二
十
七
に
お
い
て
は
、
福
徳
智
慧
の
二
種
の
資
糧
を
余
す
こ
と
な
く
修
す
こ
と

を
無
余
修
と
し
、
三
大
阿
僧
祇
劫
の
間
、
倦
む
こ
と
な
く
修
す
る
こ
と
を
長
時
修
、

精
勤
勇
猛
に
し
て
刹
那
刹
那
に
も
決
し
て
廃
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
無
間
修
、

所
学
を
敬
い
慢
心
を
お
こ
な
さ
い
こ
と
を
尊
重
修
と
し
て
お
り
、
浄
土
教
の
四
修

と
較
べ
る
と
解
釈
が
大
き
く
異
な
る
も
の
が
多
い
。

(38
)
『
往
生
礼
讃
偈
』
の
無
余
修
に
は
三
階
教
（『
大
乗
法
界
無
尽
蔵
法
釈
』）
の
普

行
、
四
修
が
意
識
さ
れ
、
区
別
化
が
は
か
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
粂
原
勇
慈
「
善

導
教
学
と
三
階
教

『
礼
讃
』
無
余
修
と
の
関
連
に
お
い
て

」
四
二
頁
（『
佛

教
論
叢
』
第
三
三
号
、
浄
土
宗
教
学
院
、
一
九
八
九
年
）。
な
お
三
階
教
批
判
を

展
開
し
た
懐
感
（
生
没
年
不
詳
）
の
『
釈
浄
土
群
疑
論
』
巻
四
に
お
い
て
も
、
無

余
修
が
重
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
粂
原
勇
慈
「
四
修
法
の
系
譜
と
善
導
の

専
修

三
階
普
行
と
無
余
修
と
の
係
り
に
お
い
て

」
三
七
六
〜
三
八
二
頁
（
大

正
大
学
浄
土
学
研
究
会
編
『
丸
山
博
正
教
授
古
稀
記
念
論
集
浄
土
教
の
思
想
と

歴
史
』
山
喜
房
佛
書
林
、
二
〇
〇
五
年
）。

(39
)
粂
原
勇
慈
「『
西
方
要
決
』
の
四
修
」
五
〇
〜
五
二
頁
（『
印
度
学
仏
教
学
研

究
』
第
三
四
巻
、
第
二
号
〔
六
八
〕、
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
、
一
九
八
六
年
）。

粂
原
勇
慈
「『
西
方
要
決
』
の
四
修
法
に
つ
い
て
」
二
一
三
〜
二
一
五
頁
（『
宗
教

研
究
』
第
五
九
巻
、
第
四
輯
〔
二
六
七
〕、
日
本
宗
教
学
会
、
一
九
八
六
年
）。

(40
)
基
の
著
作
の
『
大
乗
法
苑
義
林
章
』
巻
六
に
は
「
三
宝
義
林
」
と
い
う
項
目
が

存
在
す
る
。
こ
こ
で
三
宝
の
同
体
・
別
体
、
三
時
思
想
な
ど
が
論
じ
ら
れ
て
い
る

が
、
同
書
に
は
破
戒
僧
へ
の
恭
敬
を
勧
め
る
僧
宝
観
な
ど
は
皆
無
で
あ
り
、
両
書

に
思
想
的
な
対
立
・
矛
盾
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

（
か
と
う

ひ
ろ
た
か

仏
教
学
科
）

二
〇
二
二
年
十
一
月
十
五
日
受
理

『
西
方
要
決
釈
疑
通
規
』
の
思
想
的
位
相
（
加
藤
弘
孝
）

三
〇


